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高浜発電所第２号機発電用原子炉施設に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
平成２８年１０月７日付け関原発第３２１号で申請（平成３０年３月２０日付け関原

発第４３５号、平成３０年４月２０日付け関原発第４７号、平成３０年７月４日付け関

原発第２０３号、平成３０年８月２０日付け関原発第２６０号、平成３０年１２月５日

付け関原発第４１６号、平成３１年２月１日付け関原発第５０５号、平成３１年２月６

日付け関原発第５１３号、平成３１年４月４日付け関原発第４号、２０１９年５月１６

日付け関原発第６９号、２０１９年６月２４日付け関原発第１１６号、２０１９年８月

２３日付け関原発第２０５号、２０２０年１月３１日付け関原発第５１１号、２０２０

年２月２６日付け関原発第５４３号、２０２０年３月２４日付け関原発第６１８号、２

０２０年４月７日付け関原発第２３号、２０２１年４月３０日付け関原発第２３号及び

２０２１年８月２日付け関原発第２９３号で申請書の記載内容変更）しました高浜発電

所第２号機発電用原子炉施設に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更

しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定に

より提出いたします。  



別紙 
 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第２号機 
   使用前検査申請書番号 

関原発第３２１号（平成２８年１０月 ７日） 

 

以下、使用前検査申請書の変更の内容を説明する書類番号 

関原発第４３５号（平成３０年 ３月２０日） 

関原発第 ４７号（平成３０年 ４月２０日） 

関原発第２０３号（平成３０年 ７月 ４日） 

関原発第２６０号（平成３０年 ８月２０日） 

関原発第４１６号（平成３０年１２月 ５日） 

関原発第５０５号（平成３１年 ２月 １日） 

関原発第５１３号（平成３１年 ２月 ６日） 

関原発第  ４号（平成３１年 ４月 ４日） 

関原発第 ６９号（２０１９年 ５月１６日） 

関原発第１１６号（２０１９年 ６月２４日） 

関原発第２０５号（２０１９年 ８月２３日） 

関原発第５１１号（２０２０年 １月３１日） 

関原発第５４３号（２０２０年 ２月２６日） 

関原発第６１８号（２０２０年 ３月２４日） 

関原発第 ２３号（２０２０年 ４月 ７日） 

関原発第 ２３号（２０２１年 ４月３０日） 

関原発第２９３号（２０２１年 ８月 ２日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 
２０２１年４月３０日付け関原発第２３号の申請書記載事項 

申請に係る発電用原子炉施設の概要 別紙のとおり 

 
 

（変更後） 
申請に係る発電用原子炉施設の概要 別紙のとおり 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

      変更なし 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

      変更なし 
 
 
 
 



変更理由 
申請対象となる発電用原子炉施設の一部変更※に伴い、「申請に係る発電用原子炉

施設の概要」を変更する。 
   
  ※特定重大事故等対処施設に関する工事計画にて改造を行う設備について、本申請対

象から除き２０１９年７月９日付け関原発第１４２号（以降に実施した使用前検査

申請書の記載内容変更を含む）にて検査を受検する。 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（変更前） 
  ２０２１年４月３０日付け関原発第２３号の申請書記載事項 

 
別紙 
  
高浜発電所第２号機 
 

 発電用原子炉施設に係るもの 
・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設※ 

・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射性廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

・その他発電用原子炉の附属施設 

 １ 非常用電源設備 

 ２ 常用電源設備 

 ３ 補助ボイラー 

 ４ 火災防護設備 

 ５ 浸水防護施設 

 ６ 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。） 

 ７ 非常用取水設備 

 ８ 敷地内土木構造物 

 ９ 緊急時対策所 

 

※使用済燃料ピット用中性子吸収体は制御棒クラスタに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（変更後） 
 

別紙 
  
高浜発電所第２号機 
 

 発電用原子炉施設に係るもの 
・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設※１ 

・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設※２ 

・放射性廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設※３ 

・その他発電用原子炉の附属施設 

 １ 非常用電源設備 

 ２ 常用電源設備 

 ３ 補助ボイラー 

 ４ 火災防護設備 

 ５ 浸水防護施設 

 ６ 補機駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。） 

 ７ 非常用取水設備 

 ８ 敷地内土木構造物 

 ９ 緊急時対策所 

 

※１：使用済燃料ピット用中性子吸収体は制御棒クラスタに限る。 

 

※２：制御用空気設備の主配管「弁（２Ⅴ－６２０４Ａ、Ｂ）～弁（２Ｖ－６２６

９Ｂ、Ｃ）」及び「弁（２ＭＯＶ―６２０２、６２０３）～格納容器貫通部Ｐ

ＥＮ＃３３２、３７８」のうち、新たに工事計画の認可（令和元年１０月２

４日付け原規規発第１９１０２４３号）を受け本申請とは別の申請（２０１

９年７月９日付け関原発第１４２号（以降に実施した使用前検査申請書の記

載内容変更を含む））を行った範囲については、本申請から除く。 

 

※３：原子炉格納容器本体の「原子炉格納容器」、固定式配管貫通部の「３８８」、

電気配線貫通部「６０２、６７６」及び格納容器安全施設の主配管「内部ス

プレクーラ出口分岐点～外部遮へい壁貫通部」のうち、新たに工事計画の認

可（平成３１年４月２５日付け原規規発第１９０４２５６及び令和元年１０

月２４日付け原規規発第１９１０２４３号）を受け本申請とは別の申請（２

０１９年７月９日付け関原発第１４２号（以降に実施した使用前検査申請書

の記載内容変更を含む））を行った範囲については、本申請から除く。 

 

 


